
年 度 
運営委員会の意向

に応じ 

令和元年
・基本方針策定 

・事業者選定

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

令和７年
完全移行（一括運

営スタート）

一括運営に向けた事業者決定！！ 
令和２年４月から９小学校区の児童クラブで運営スタート 
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プ
ロ
ポ-

ザ
ル
審
査
の
結
果

一
般
社
団
法
人
コ
ド
モ
ノ
プ
ラ
ス
に
決
定

富
士
市
は
、
今
年
５
月
に
策
定
し
た
「
富
士
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運

営
基
本
方
針
」
に
基
づ
き
、
現
在
、
各
小
学
校
区
の
運
営
委
員
会
に
委
託

し
て
い
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
以
下
、
「
児
童
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
。
）
の

運
営
業
務
の
一
括
運
営
に
向
け
、
１
０
月
２
９
日
に
、
事
業
者
選
定
の
た

め
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
（
複
数
者
か
ら
の
提
案
）
を
実
施
し
ま
し
た
。

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
に
は
３
者
が
参
加
し
、
審
査
の
結
果
、（
一
社
）
コ
ド
モ

ノ
プ
ラ
ス
（
代
表
理
事
・
尾
花
美
保
）
を
最
優
秀
提
案
事
業
者
と
し
て
決

定
し
ま
し
た
。

同
社
は
、
現
在
、
市
内
を
拠
点
に
民
間
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の
運
営

や
全
戸
配
布
冊
子
「
は
ぐ
く
む
Ｆ
Ｕ
Ｊ
Ｉ
」
の
制
作
、
母
親
向
け
の
就
労

支
援
事
業
な
ど
を
行
っ
て
い
る
団
体
で
、
審
査
で
は
、
①
業
務
の
実
施
体

制
に
つ
い
て
明
確
で
現
実
的
な
提
案
が
あ
り
、
理
事
（(

株)
エ
イ
ワ
ン
ス

ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ
・(

株)

田
子
の
月
・(

株)

富
士
ホ
ン
ダ
）
等
が
経
営
す
る

人
と
の
人
的
・
技
術
的
な
支
援
・
連
携
を
行

う
提
案
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
支
援
員
の
賃
金

に
関
す
る
提
案
が
、
市
が
示
し
た
基
準
を
満

た
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
市
内
の
民
間

事
業
者
と
の
連
携
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
導
入
な
ど
の

独
自
の
提
案
に
優
れ
、
児
童
の
安
全
管
理
や

保
護
者
の
利
便
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
こ

と
な
ど
が
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

■
令
和
２
年
度
は
９
小
学
校
区
を
運
営

来
年
４
月
か
ら
、
現
在
の
運
営
委
員
会
か

ら
選
定
事
業
者
へ
運
営
を
移
行
す
る
小
学
校

区
は
、
富
士
見
台
、
富
士
第
二
、
田
子
浦
、

岩
松
北
、
青
葉
台
、
鷹
岡
、
原
田
、
吉
永
第

一
、
吉
永
第
二
の
９
小
学
校
区
で
す
。

今
後
は
、
本
市
の
児
童
ク
ラ
ブ
で
提
供
さ

れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
平
準
化
を
図
る
た
め
、
令

和
７
年
度
か
ら
全
小
学
校
区
の
一
括
運
営
を

目
指
し
、
運
営
委
員
会
の
意
向
に
応
じ
て
段

階
的
に
運
営
主
体
を
移
行
し
ま
す
。

■
市
運
営
基
準
で
利
用
料
金
等
を
統
一

市
内
統
一
の
育
成
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
実

現
す
る
た
め
、
選
定
事
業
者
が
運
営
す
る
児

童
ク
ラ
ブ
の
運
営
つ
い
て
は
、
市
が
作
成
し

た
「
富
士
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
基
準

（
以
下
、「
運
営
基
準
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
し

た
も
の
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
現
在
、
児
童
ク
ラ
ブ
ご
と
に

定
め
ら
れ
て
い
る
利
用
料
金
や
開
所
時
間
等

に
つ
い
て
、
今
後
は
、
運
営
基
準
に
沿
う
も

の
と
な
る
た
め
、
地
区
に
よ
っ
て
は
、
利
用

料
等
が
変
更
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

な
お
、
上
記
９
小
学
校
区
に
つ
い
て
は
、

運
営
基
準
に
基
づ
く
新
た
な
利
用
料
金
等
を

入
会
説
明
会
に
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。富士市放課後児童クラブ運営基準（抜粋） 

◎開所日時 平日 放課後～１８時（１９時まで延長有り／３０分

毎１世帯１００円） 

      土曜日・長期休業日 ７時３０分～１８時（７時～７

時３０分１世帯１００円・１９時まで延長有り／３０

分毎１世帯１００円） 

◎入 会 金：５，０００円（令和元年から継続利用の場合は不要） 

◎利 用 料：月額９，０００円（月２０日を超えて利用する場合で、

当該月利用日に土曜日が含まれる場合は、別途土曜日

の利用日数に１人につき１，０００円） 

コドモノプラスが運営する子育て支援センター
（富士市役所北側） 

※次回の児童クラブ通信は新年 1 月頃の発行を予定しています。 

段
階
的
な
移
行

↑

子
育
て
世
代
向
け

フ
ェ

ス
の
開
催

←はぐくむＦＵＪＩ 


